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東日本旅客鉄道労働組合 

ｽﾃｰｼｮﾝｻｰﾋ ﾞｽ協 議 会 

 

ステーションサービス 

LINE
 

私たちＪＲ東労組ステーションサービス協議会は、１月１６日にＪＲ東日本ステーションサービス会社より

「人事・賃金制度の改正」提案を受け解明交渉を行ってきました。 

解明交渉では、今回の人事・賃金制度を改正するに至った根拠や目的、「等級毎に期待する役割」を新たに設定

し明確化した根拠などを議論してきました。しかし、「安全」に対し何の文言も入っていません。ＪＲ東日本のグ

ループ会社として安全な鉄道、安全な駅を運営する意識を徹底しなければなりません。また、人事・賃金制度と

密接に関係する試験制度が定まっていないなど、決まっていないことが多くあり、会社の準備不足を指摘せざる

を得ません。従って私たちは、人事・賃金制度の改正について不透明な内容を第２次解明申し入れしました。 


